
 

 

 
 

 

 
経
済
産
業
省 

月
次
（げ
つ
じ
）支
援
金
の
相
談
に
つ
い
て 

要
件
・
支
給
金
額 

支
給
さ
れ
る
金
額
は
1
か
月
ご
と
に
個
人
事
業
者
は
10
万
円
、

法
人
事
業
者
は
20
万
円
で
す
。 

要
件
は
新
型
コ
ロ
ナ
感
染
症
に
よ
る
緊
急
事
態
宣
言
も
し
く
は
ま

ん
延
防
止
等
重
点
措
置
の
影
響
に
よ
り
、
売
上
が
前
年
も
し
く
は

前
々
年
と
比
較
し
て
50
％
以
上
減
少
し
て
い
る
こ
と
が
条
件
で
す
。

比
較
す
る
売
上
は
青
色
申
告
も
し
く
は
法
人
の
場
合
は
前
年
・
前
々

年
の
同
月
の
売
上
と
、
そ
れ
以
外
（
個
人
事
業
者
の
白
色
申
告
な
ど
）

の
場
合
は
年
間
売
上
の
月
平
均
で
す
。
た
だ
し
休
業
な
ど
が
要
請
さ

れ
て
い
る
飲
食
店
や
大
型
商
業
施
設
の
テ
ナ
ン
ト
な
ど
自
治
体
か
ら

協
力
金
の
支
給
対
象
と
な
っ
て
い
る
場
合
は
対
象
か
ら
外
れ
ま
す
。 

 

申
請
期
間 

2
か
月
で
す
。
（
6
月
分
で
あ
れ
ば
申
請
期
限
が
8
月
31
日
）

4
・
5
月
分
の
申
請
期
間
は
8
月
15
日
で
す
で
に
終
了
し
て
い
ま

す
。
申
請
に
は
事
前
確
認
な
ど
手
続
き
が
煩
雑
で
す
の
で
、
お
早
め

に
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。 

 

事
前
確
認 

 

一
時
支
援
金
と
同
じ
く
登
録
確
認
機
関
（
金
融
機
関
・
専
門
家
・

所
属
団
体
）
に
よ
る
事
前
確
認
の
手
続
き
が
必
要
で
す
。 

残
念
で
す
が
民
商
で
は
事
前
確
認
の
認
証
は
で
き
ま
せ
ん
。
与
信

取
引
が
あ
る
金
融
機
関
な
ど
が
あ
れ
ば
よ
い
の
で
す
が
、
な
い
場
合

は
支
援
金
事
務
局
も
登
録
確
認
機
関
を
設
置
し
て
い
ま
す
。
イ
ン
タ

ー
ネ
ッ
ト
会
議
ア
プ
リ
の
Ｚ
ｏ
ｏ
ｍ
を
使
っ
て
手
続
き
を
し
ま
す
。

Ｚ
ｏ
ｏ
ｍ
の
使
い
方
が
分
か
ら
な
い
場
合
は
民
商
で
お
手
伝
い
で
き

ま
す
。
ご
相
談
く
だ
さ
い
。
な
お
こ
の
事
前
確
認
は
不
備
ル
ー
プ
な

ど
の
問
題
が
な
け
れ
ば
、
一
度
き
り
で
大
丈
夫
で
す
。 

 

申
請
に
取
引
先
の
入
力
情
報 

 

前
々
年
・
前
年
・
今
年
3
年
分
の
申
請
対
象
月
に
取
引
し
て
い
た

売
上
先
・
仕
入
先
・
外
注
先
等
の
う
ち
2
件
の
名
称
、
所
在
地
、
電

話
番
号
を
入
力
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
取
引
金
額
は
必
要
あ
り
ま

せ
ん
。
取
引
先
が
法
人
の
場
合
は
13
桁
の
法
人
番
号
が
必
要
で
す
。

（
番
号
を
入
力
す
れ
ば
電
話
番
号
以
外
は
自
動
で
入
力
さ
れ
ま
す
）

民
商
の
集
計
表
な
ど
使
っ
て
わ
か
る
よ
う
に
ま
と
め
て
く
だ
さ
い
。 

 

申
請
に
必
要
な
書
類 

 

持
続
化
給
付
金
と
ほ
ぼ
同
じ
書
類
が
必
要
で
す
。
直
近
2
年
分
の

確
定
申
告
書
（
令
和
1
年
分
と
2
年
分
）、
運
転
免
許
証
等
の
本
人

確
認
書
類
、
通
帳
（
表
紙
と
1
・
2
ペ
ー
ジ
目
）、
今
年
の
対
象
月

の
売
上
台
帳
、
月
次
支
援
金
事
務
局
様
式
の
宣
誓
・
同
意
書
が
必
要

で
す
。
ま
た
個
人
事
業
の
青
色
申
告
の
場
合
は
青
色
決
算
書
、
法
人

事
業
者
の
場
合
は
事
業
概
況
説
明
書
が
必
要
と
な
り
ま
す
。
個
人
事

業
の
白
色
申
告
で
申
告
書
に
売
上
記
載
を
省
略
し
て
い
る
場
合
は
民

商
ま
で
ご
相
談
く
だ
さ
い
。 

第
7

期
飲
食
店
等
に
対
す
る
営
業
時
間
短
縮
等
協
力
金 

申
請
受
付
が
始
ま
り
ま
し
た
。
審
査
の
都
合
に
よ
り
オ
ン
ラ
イ
ン

申
請
が
推
奨
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
郵
送
申
請
も
可
能
で
す
。（
詳
細
は

裏
面
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
参
照
）
申
請
書
が
必
要
な
方
に
は
民
商
事
務

所
で
も
準
備
し
て
い
ま
す
の
で
お
越
し
く
だ
さ
い
。 

対
象
期
間
が
8
月
31
日
ま
で
と
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
期
間
満
了
を

待
た
ず
に
予
定
で
も
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。 

（
申
請
期
間
） 

8
月
16
日
（
月
）
～
9
月
27
日
（
月
）  

 

（
対
象
期
間
）
6
月
21
日
（
月
）
～
8
月
31
日
（
火
） 

<

72
日
間> 

①
6
月
21
日
（
月
）
～
7
月
11
日
（
日
）<

21
日
間>

、 

（
ま
ん
延
防
止
等
重
点
措
置
期
間 

カ
ラ
オ
ケ
使
用
施
設
の
休
業
要
請 

飲
食
店
等
の
酒

類
提
供
は
ゴ
ー
ル
ド
ス
テ
ッ
カ
ー
認
証
施
設
で
1
グ
ル
ー
プ
2
名
ま
で
の
期
間
） 

②
7
月
12
日
（
月
）
～
8
月
1
日
（
日
）<

21
日
間>

、 

（
ま
ん
延
防
止
等
重
点
措
置
期
間 

カ
ラ
オ
ケ
使
用
施
設
の
休
業
要
請 

飲
食
店
等
の
酒

類
提
供
は
ゴ
ー
ル
ド
ス
テ
ッ
カ
ー
認
証
施
設
で
1
グ
ル
ー
プ
4
名
ま
で
の
期
間
） 

③
8
月
2
日
（
月
）
～
8
月
31
日
（
火
）<

30
日
間> 

（
緊
急
事
態
宣
言
期
間 

酒
類
提
供
・
カ
ラ
オ
ケ
使
用
施
設
の
休
業
要
請
） 

の
各
期
間
の
み
の
申
請
も
可
能
で
す｡ 

 

【再
掲
】全
商
連
共
済
会
コ
ロ
ナ
感
染
に
よ
る
見
舞
金
に
つ
い
て 

大
阪
で
も
再
び
新
型
コ
ロ
ナ
の
感
染
が
拡
大
し
て
い
ま
す
。
緊
急

事
態
宣
言
が
発
令
さ
れ
て
い
ま
す
が
治
ま
る
気
配
が
あ
り
ま
せ
ん
。

民
商
の
会
内
で
も
「
発
熱
が
あ
っ
た
の
で
Ｐ
Ｃ
Ｒ
検
査
を
受
け
る
こ

と
に
な
っ
た
」
（
飲
食
店
）
「
家
族
の
感
染
が
分
か
っ
て
濃
厚
接
触
者

と
し
て
自
宅
待
機
と
Ｐ
Ｃ
Ｒ
検
査
が
必
要
に
な
っ
た
」
な
ど
の
ご
連

絡
を
受
け
て
い
ま
す
。
万
が
一
感
染
等
が
あ
っ
た
場
合
、
全
商
連
共

済
会
の
加
入
さ
れ
て
い
る
方
は
、
入
院
見
舞
金
・
安
静
加
療
見
舞
金

が
請
求
で
き
ま
す
の
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。 

【
入
院
見
舞
金
・
安
静
加
療
見
舞
金
の
対
象
に
つ
い
て
】 

・ 

自
宅
ま
た
は
宿
泊
施
設
等
で
の
療
養
・
健
康
観
察
は
、
入
院
見
舞

金
（
お
よ
び
入
院
休
業
見
舞
金
）・
安
静
加
療
見
舞
金
の
対
象
と

な
り
ま
す
。 

・ 

感
染
さ
れ
た
方
と
の
「
濃
厚
接
触
」
な
ど
に
よ
り
、
保
健
所
等
か

ら
自
宅
待
機
な
ど
を
指
示
さ
れ
た
場
合
、
安
静
加
療
見
舞
金
の
対

象
と
な
り
ま
す
。 

（
入
院
見
舞
金
お
よ
び
入
院
休
業
見
舞
金
） 

3
日
以
上
入
院
し
た
際
に
請
求
で
き
ま
す
。
1
日
当
た
り
入
院

見
舞
金
１
５
０
０
円
と
入
院
休
業
見
舞
金
１
５
０
０
円
で
計
３
０

０
０
円
が
給
付
さ
れ
ま
す
。 

（
安
静
加
療
見
舞
金
） 

医
師
か
ら
指
示
に
よ
り
療
養
の
た
め
2
週
間
以
上
安
静
に
し
て

い
た
こ
と
で
年1

回
に
限
り
５
０
０
０
円
が
給
付
さ
れ
ま
す
。 

【
請
求
書
に
添
付
す
る
書
類
に
つ
い
て
】 

・ 

入
院
さ
れ
た
方
は
「
診
断
書
」「
入
院
証
明
書
」「
退
院
証
明
書
」

な
ど
の
提
出
を
お
願
い
し
ま
す
。 

・ 

保
健
所
等
か
ら
自
宅
や
宿
泊
施
設
で
の
療
養
を
勧
告
さ
れ
、
そ
の

期
間
が
分
か
る
書
類
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
れ
ら
の
書
類
の
提
出

を
お
願
い
し
ま
す
。 

・ 

保
健
所
等
か
ら
自
宅
待
機
を
口
頭
で
伝
え
ら
れ
た
場
合
は
、
そ
の

こ
と
を
役
員
が
確
認
し
、
別
紙
（
役
員
に
よ
る
確
認
書
）
に
必
要

事
項
を
記
入
し
て
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。 


